
進捗状況 今後のスケジュール

市町村モデル事業及び府立病院によるゲイズファインダーの
活用により、市町村乳幼児健診へのゲイズファインダーの導
入方法等について検討。

【市町村モデル事業】
○大阪大学等連合五大学への委託により、乳幼児健診時に保護
   者の同意があった児を対象に実施中
○泉大津市、千早赤阪村、池田市、守口市において実施
○1月末現在：泉大津105件、千早赤阪村31件、池田市102件、
　 守口市26件

【府立の病院】
○府立精神医療センター及び母子保健総合医療センターにおい
   て、初診時に保護者の同意があった児を対象に実施
○1月末現在：精神医療Ｃ145件、母子Ｃ52件

【市町村モデル事業】
○泉大津市・池田市・守口市：１ヶ月に１～２回
○千早赤阪村：今年度分終了

【府立の病院】
○引き続き初診時に保護者の同意があった児を対象に実施

※大阪大学との共同研究により発達障がいの早期発見に資
　 する問診項目の検証(～H27)

乳幼児健診における早期発見及び保護者支援や療育に関する
情報提供の重要性に関する研修を行い、療育へのつなぎを強
化。

○２／９実施：１０８名参加

○北摂杉の子会への委託により実施

【保育士・幼稚園教諭合同講座】
○5～6月計2回実施：163名参加
【幼稚園教諭研修】
○1クール計3回（6/11、8/6、11/14）・40名受講
【保育士研修】
○1クール計3回（7/9、9/9、11/6）・40名受講

○母子保健総合医療センターへの委託により実施
○11／９、11／16（講義）、１２／６（事例検討）

○１月～３月に臨床実習を実施（府立母子Ｃ、府立精神医療Ｃ）
○１月～３月に発達障がい児療育拠点の見学を実施

○府発達障がい児療育拠点への委託により、従事者研修、機関
   支援、圏域連絡会などを実施中
○1月末現在：45事業所に197回の機関支援を実施

○引き続き、発達障がい児療育拠点にて実施

事業内容

平成26年度 発達障がい児者総合支援事業の進捗状況

②保健師への研修

発達障がい児早期気づき支援事業

（1） 乳幼児健診体制整備事業

（2）気づき支援人材育成事業

（3）発達障がい専門医師養成事業

①ゲイズファインダーを活用した健診の検討

発達障がい児療育支援事業

（1）障がい児通所支援事業者育成事業
府内6ヶ所の発達障がい児療育拠点において、発達障がい児の
支援を行う通所支援事業所等に対する機関支援・人材育成等を
実施。

公私立幼稚園教諭、保育士等を対象として発達障がいの理解や
早期気づきの意義等に関する研修を行い、専門支援機関や就学
後へのつなぎを強化。

発達障がい児の確定診断に従事する医師の養成を行う。
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進捗状況 今後のスケジュール事業内容

府内6ヶ所の発達障がい児療育拠点及び市町村において、ペア
レント・トレーニング等を実施する。

○府発達障がい児療育拠点への委託により、拠点及び8市町に
   おいて、５月から順次実施中
○実施市町村：豊能町、池田市、茨木市、枚方市、大阪狭山市、
                　 泉大津市、忠岡町、箕面市
○1月末現在：療育拠点及び市町村において、
　 32クール187人に実施中

○引き続き、発達障がい児療育拠点及び市町村にて実施

※梅花女子大学との共同研究によりペアレント・トレーニング等の
   効果検証(～H27)

市町村等においてペアレント・トレーニングを実施するイン
ストラクターを養成する。

○アクトおおさかへの委託により、ペアレント・トレーニングインスト
　 ラクターの養成研修等を実施中

【ペアレント・トレーニング基礎研修】
○6/9実施：参加88名
【ペアレント・トレーニングインストラクター養成研修】
○1クール目終了：計3回（7/7、7/14、10/17）・19名受講
○2クール目終了：計3回（10/16、10/17、1/30）・21名受講

府におけるペアレント・メンター事業の実施を目的として、
ペアレント・メンター及びメンターのコーディネート等を行
うコーディネーターを養成する。

○アクトおおさかへの委託により、ペアレントメンター及びメンター
   コーディネーターの養成研修等を実施中

【ペアレント・メンター養成研修（事前研修・公開講座）】
○7/1実施：86名参加
【ペアレント・メンター養成研修（ベーシック研修）】
○8/24、25実施：29名受講
【ペアレント・メンター養成研修（フォローアップ研修）】
○12/8実施（1回目）：23名受講

【ペアレント・メンター養成研修】
○3/15：フォローアップ研修2回目実施予定
　　　　　　　（ベーシック研修修了者を対象）

【アドバイザリースタッフの派遣】
○５月～11月：第1回派遣
○10月～２月：第2回派遣
【地区別事業報告会】
○7地区で実施（8月～２月）

【フォーラム開催】
○3月：通常の学級における発達障がい等支援事業フォーラム

○  5/27：第１回連絡会
　　  　　   平成25年度の各モデル校の取組み状況や課題の共有
             と、今後のスケジュール等について確認。
○  8/27：「府立高校における支援教育推進フォーラム」を開催
○10/27：「発達障がいのある生徒の進路研修会」を実施
○12/11：「高校生活支援カード担当者説明会」を実施

○2月：第２回連絡会
○3月：各モデル校からの報告書提出

幼稚園・小学校・中学校にアドバイザリースタッフ（学識経験
者）を派遣し、「わかる・できる」授業づくり、集団づくりの
実践研究をすすめ、その成果を普及する。

府立高等学校４校をモデル校として臨床心理士を配置し、発達
障がい等がある生徒の卒業後の自立した社会生活に必要な力を
育成するため、キャリア教育の観点から個々の特性を把握する
手法の研究に取り組む。

①ペアレント・トレーニング等の実施

③ペアレント・メンター及びコーディネーターの養成

②ペアレント・トレーニングインストラクターの養成

（2）ペアレントサポート事業

発達障がいのある子どもへの支援プロジェクト

通常の学級における発達障がい等支援事業

高等学校における発達障がい等支援事業
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進捗状況 今後のスケジュール事業内容

○ 6月：生活困窮者自立支援制度に基づく市町村等相談窓口へ
          の出張相談実施のため、生活困窮者自立促進支援モデ
          ル事業実施市への意向調査等を実施
○7/1：国発達障害児者支援開発事業ヒアリング→8月採択決定
○第1回（８/29）、第２回（1/19）成人ワーキングで
　 支援プログラム案について検討
○1月末現在：支援実人数232人、延べ人数1727人

○年度内に「相談窓口のための発達障がい者支援プログラム」を作
成。

8名の失業者を「精神障がい者定着支援サポーター」として雇用。
OJT訓練として企業の人事担当者や、精神障がい（発達障がいを
含む）のある従業員への職場適応支援を実施。支援対象者１１６
人。うち発達障がいのある方３５人。（1月末で事業終了）

雇用した訓練生のうち5名が受託事業者の正社員として継続雇用さ
れ、引き続き発達障がい、精神障がいのある従業員への職場適応
支援を行っていく。

サポーター養成研修事業：基礎講座8回実施　103名参加。（１月
末）
雇用管理普及事業：5月より雇用管理サポートシステム導入企業
の募集開始。1月末現在で54社が導入中、うち発達障がいのある方
への導入１３件

サポーター養成研修事業：年度末まで基礎講座受講者に個別の体
験研修を実施。
雇用管理普及事業：雇用管理システムの継続支援を進めるととも
に、今年度末に実施状況等についてアンケート調査を実施する。

○府における発達障がいに関する拠点として、専門的な相談支援
   や機関支援などを実施中
○7/25発達障がい者支援センター連絡協議会を開催
【発達障がい者支援コーディネーター派遣事業】
○相談支援事業所、就労移行支援事業所、家庭教育支援チーム
   等に対してコーディネーターを派遣し、機関支援を実施中
○アクトおおさか【１４事業所、１2市町村（門真市・茨木市・柏原市
   泉大津市・寝屋川市・茨木市・交野市・東大阪市・貝塚市・泉南
   市・河内長野市、豊中市、松原市）
○ＪＳＮ【１１事業所等】

○府における発達障がいに関する拠点として、専門的な相談支援
   や機関支援などを引き続き実施
○2/6発達障がい者支援センター連絡協議会を開催予定
○「家庭教育支援チーム」、相談支援事業所、就労移行支援事業
   所等へコーディネーターを派遣し、引き続き機関支援を実施

○ 7/2    第1回発達障がい児者支援体制整備検討部会を開催
○ 8/8    乳幼児健診検討ワーキングチームを開催
○ 8/29  第１回成人ﾜｰｷﾝｸﾞ、9/10：第１回こどもﾜｰｷﾝｸﾞを開催
○10/31 第２回検討部会を開催
○ 1/19  第２回成人ﾜｰｷﾝｸﾞ、1/28:第2回こどもﾜｰｷﾝｸﾞを開催

○4/2「大阪府発達障がい啓発シンポジウム」及び「大阪城天守閣
   ブルーライトアップ」「正庁の間夜間特別公開」を実施
   →シンポジウム参加者：93名

○「世界自閉症啓発デー」､「発達障がい啓発週間」に各種啓発事
　 業を実施予定
　・ブルーライトアップ（大阪城天守閣・通天閣、太陽の塔）
　・啓発シンポジウム（申込者200名）
　・啓発ポスターを作成し、鉄道各社、学校、スーパー等へ配布

障がい者自立支援協議会の下に「発達障がい児者支援体制整備検討
部会」「こどもワーキンググループ」「成人ワーキンググループ」「乳幼児健
診検討ワーキングチーム」を設置し、発達障がい児者のライフステージに
応じた、一貫した切れ目のない支援体制の整備に向けて、事業の検討
等を行う。

発達障がいに関する知識や理解を深めるため、「世界自閉症啓発デー」
にあわせて啓発イベント等を実施する。

府内10ヶ所の子ども・若者自立支援センターにおいて、発達障
がいの可能性がある成人への相談に対応するとともに、市町村
への出張相談等の実績を踏まえ、発達障がいの可能性がある人
への支援プログラムを作成する。

失業者を「精神障がい者定着支援サポーター」として雇用し、企業の
人事担当者や、精神障がい（発達障がいを含む）のある従業員への職
場適応を支援し、職場定着を促進する。

精神障がい者（発達障がい者を含む）の雇用や職場定着を促進する
ため、企業の従業員を職場内のサポーターとして養成する。働く精神
障がい者（発達障がい者を含む）のセルフコントロールを企業がサポー
トするための効果的な雇用管理手法の普及を行う。

（1）成長産業企業活用人材育成事業　精神障がい者定着支援コース

（2）雇用・職場定着への支援

府の拠点としての総括的役割を強化
○相談支援、コンサルテーション他
○発達障がい者支援センター連絡協議会の開催
○発達障がい者支援コーディネーター派遣事業

世界自閉症啓発デー事業

発達障がい者支援センター事業

発達障がい児者支援体制整備検討部会

発達障がい者気づき支援事業

発達障がい者支援事業

発達障がい者の雇用・職場定着支援の充実
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